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　琴川と塩水沢川の合流点と基点十七号（山梨市牧丘町大字北原字塩水四千百三十九番地の一地先右岸に設
置した標柱）と基点十八号（山梨市牧丘町大字北原字塩水四千百三十九番地の一地先左岸に設置した標柱）と
を結ぶ直線との間の塩水沢川

　基点五号（笛吹市石和町字広瀬地先向橋橋台左岸下流端）と基点六号（甲府市向町地先向橋橋台右岸下流端）と
を結ぶ直線より上流の平等川の本流及び支流

　基点十三号（山梨市牧丘町大字北原字北奥仙丈四千百四十番地の一地先右岸に設置した標柱）と基点十四
号（山梨市牧丘町大字北原字北奥仙丈四千百四十番地の一地先左岸に設置した標柱）とを結ぶ直線と基点十
五号（山梨市牧丘町大字北原字北奥仙丈四千百四十番地の一地先左岸に設置した標柱）と基点十六号（山梨
市牧丘町大字北原字塩水四千百三十九番地の一地先右岸に設置した標柱）とを結ぶ直線との間の琴川の本流
及びダムたん水域

　基点一号（笛吹市石和町字小石和地先小石和樋門のスピンドル（巻揚軸））と基点二号（基点一号から百十度の直
線と対岸との交点）とを結ぶ直線と基点三号（山梨市三富川浦字広瀬千八百十六番地の六十地先に設置した標柱）
と基点四号（山梨市三富上釜口字篠の平千百七十八番地地先に設置した標柱）とを結ぶ直線との間の笛吹川の本
流及び支流。ただし、次の区域を除く。
　基点七号（甲州市塩山上萩原字日川四千七百八十四番地の二地先右岸に設置した標柱）と基点八号（甲州市
塩山上萩原字日川四千七百八十四番地の二地先左岸に設置した標柱）とを結ぶ直線と基点九号（甲州市塩山
上萩原字萩原山四千七百八十三番地の七百九十九地先右岸に設置した標柱）と基点十号（甲州市塩山上萩原
字萩原山四千七百八十三番地の七百九十九地先左岸に設置した標柱）とを結ぶ直線との間の日川の本流及び
ダムたん水域
　日川と雨ノ沢川の合流点と基点十一号（甲州市塩山上萩原字萩原山四千七百八十三番地の一地先に設置し
た標柱）と基点十二号（甲州市塩山上萩原字日川四千七百八十四番地の一地先に設置した標柱）とを結ぶ直線
との間の雨ノ沢川
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※この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子国土基本図（地図情報）を複製したものである。
　　（承認番号　平２５情複　第１３０号）
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